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船舶事故調査報告書 

 

令和３年８月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年５月２８日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 島根県松江市大芦
お わ し

漁港北方沖 

 加賀港沖防波堤灯台から真方位２８３°７４０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３４.２′ 東経１３３°０２.８′） 

事故の概要 漁船まつかげ丸は、北進中、また、プレジャーボート新
しん

丸は、南西

進中、両船が衝突した。 

新丸は、船長が死亡し、左舷船首部ブルワークに欠損等を生じ、ま

た、まつかげ丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和２年６月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 
 機関、出力、進水等 

Ａ 漁船 まつかげ丸、１.５９トン 

ＳＮ３－２１１１３（漁船登録番号）、個人所有 

６.３０ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３６.７０kＷ、昭和５７年７月６日 

第２７２－１０７５６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 新丸、０.３トン 

   ＳＮ３－９４４０（漁船登録番号）、個人所有 

   ４.３２ｍ（Lr）×１.４１ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、７.３０kＷ、昭和５９年６月８日 

第２７２－１１８８５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年１０月３１日 

    免許証交付日 令和元年１０月１日 

           （令和６年１０月３０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ８０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 平成７年４月１４日 

    免許証交付日 令和元年１０月１日 

           （令和７年４月１３日まで有効）  

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部ブルワークに欠損を伴う擦過傷、左舷中央部竹材に折

損、船外機上部船首側に欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

太陽の高度及び方位：高度 ２３.２°、方位 ０７９.４° 

日出時刻：０４時５５分 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、一本釣りの目的で、令和２年５

月２８日０７時００分ごろ松江市潜戸
く け ど

鼻
はな

西方沖に向け大芦漁港を出港

した。 

船長Ａは、操縦区画に置いた椅子に腰を掛けて操船に当たり、約１

１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により

北進した。 

船長Ａは、操縦区画の前面に波しぶきよけ用に取り付けた透明なア

クリル板（高さ約５１cm、幅約４９cm、奥行き約１６cm、以下「本件

アクリル板」という。）に露が付着した状態で右舷方からの太陽光が

当たり、前路が見えにくかったので、体を左に傾けて本件アクリル板

の左舷側から見張りを行いながら操船を続けた。（写真１、図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       写真１ 本件アクリル板の状況 
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図１ 船長Ａの操船状況（イメージ）  

 

船長Ａは、０７時０５分ごろ衝撃を感じ、船尾方を見て初めてＢ船

を乗り越えたことに気付いて左転し、停止していたＢ船に近づいたと

ころ、同船の左舷船首部ブルワーク、左舷中央部竹材及び船尾部船外

機上部船首側が損傷して、船長Ｂが右舷船尾部付近で足を船首方に向

けて仰向けに倒れているのを認めた。（写真２参照） 
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写真２ Ｂ船の本事故後の状況 

 

船長Ａは、Ｂ船に横付けして船長Ｂに声掛けをしたものの反応がな

かったので、気が動転しながらも、Ｂ船と衝突した旨を１１０番通報

するとともに警察に救急車の救援を依頼した。 

Ａ船は、Ｂ船を左舷側に横抱きにして松江市加賀漁港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りを行う目的で０６時３０分

ごろ松江市加賀漁港を出港し、大芦漁港北方沖を航行中、Ａ船と衝突

した。 

船長Ｂは、Ｂ船に乗船した状態でＡ船にえい
．．

航されて加賀漁港に入

港し、到着した救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因

は外傷性脳出血による出血性ショックと検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図） 

その他の事項 

 

船長Ａは、月２回程度操業の目的で潜戸鼻西方の漁場に向かう際、

ふだんから、松江市栗島正横付近で右舷方を見て加賀漁港からの出港

船等を確認しており、本事故時も加賀漁港からの出港船等が見当たら

血痕 

船外機上部船首側

に欠損 

左舷船首部から中央部

のブルワークに欠損を

伴う擦過傷等 

船長Ｂ（イメージ） 

道具箱に 

折損 
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なかったので右舷方に他船はいないと思っていた。 

船長Ａは、出港前に本件アクリル板に付いた露が多いときは布で拭

いていたが、本事故当時は露を拭かなくても前が見える程度だったの

で、露を拭き取っていなかった。 

船長Ａは、立って操船することもあり、本事故後、立って操船すれ

ば良かったと思った。 

船長Ａは、本事故当時、操舵区画の椅子に腰を掛けて体を左に傾け

て本件アクリル板（床面から上端までの高さが約１３６cm）左舷側後

端の約３０cm 船尾方の位置から見張りを行いながら、アクセルレバー

と舵輪を握って操船していたので、正船首の右約１０°から右約６

０°までが本件アクリル板により見えにくい状態だった。 

船長Ａは、本事故後、Ａ船の船首部外板及び左舷船首部外板に擦過

傷が確認されたので、Ｂ船の左舷船首方から乗り揚げるように衝突し

たと思った。（写真３参照） 

写真３ Ａ船の損傷状況 

 

船長Ｂは、本事故当時、数箇月ぶりの出港であった。 

Ｂ船は、本事故後、船外機のクラッチが前進の位置であったことが

確認された。 

分析  

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

 

 

  

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大芦漁港北方沖を北進中、本件アクリル板越しに前路が見

えにくい状況下、船長Ａが、右舷方に他船はいないと思い、本件アク

リル板の船尾方にある椅子に腰を掛け、体を左に傾けて本件アクリル

板の左舷船尾側から見張りを行いながら航行を続けたことから、右舷

船首方のＢ船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 
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船長Ａは、ふだんと同じく栗島正横付近で右舷方を見て、加賀漁港

からの出港船等が見当たらなかったことから、右舷方に他船はいない

と思い、航行を続けたものと考えられる。 

Ａ船は、本件アクリル板に露が付着した状態で右舷方から太陽光が

当たっていたことから、船尾方から本件アクリル板越しに前路が見え

にくい状況であったものと考えられる。 

 船長Ａは、本件アクリル板の左側後端から約３０cm 船尾方の位置か

ら見張りを行っていたことから、正船首の右約１０°から右約６０°

までが本件アクリル板により見えにくい状態であったと考えられる。 

Ｂ船は、大芦漁港北方沖を航行中、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、本事故後、左舷船首部ブルワーク、左舷中央部竹材及び船

尾部船外機上部船首側に損傷があり、船外機のクラッチが前進の位置

であったことから、南西進中に、Ａ船が左舷船首方から乗り揚げるよ

うに船尾方に衝突した可能性が考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが本事故で死亡し、また、目撃者がいないことか

ら、本事故当時の船長Ｂの見張り及び操船の状況について明らかにす

ることはできなかった。 

船長Ｂの死因は、外傷性脳出血による出血性ショックであった。 

原因  本事故は、大芦漁港北方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が南西進

中、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、椅子に腰掛けた状態で操船中、周囲の構造物により視界

が制限される状況が生じた際には、立つなどして、その場所を補

う見張りを行うこと。 

 ・船長は、出港前準備として操舵区画前面の防風波板の清掃を行

い、視野を確保すること。  
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付図１ 事故発生経過概略図 
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